
 

在京外国人生徒等対象 

４月入学生徒の入試 

 

次の１及び２に該当する者で、平成２２年４月１日以前に出生した者とします。 

１ 高校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者で、次の(1)

から(3)までのいずれかに該当する者 

(1) 国籍を問わず、令和７年３月３１日までに、外国において学校教育における９年の課程を修了する見込み

の者又は修了した者 

(2)  国籍を問わず、令和７年３月３１日までに、中学校を卒業する見込みの者又は既に卒業した者で、入国後

の在日期間が入学日現在原則として３年以内の者。ただし、入学日現在入国後３年を超える者のうち、入国

日が令和４年１月１日以降の者については、入国後の在日期間が入学日現在３年以内とみなします。 

(3)  外国籍を有している者で、令和７年３月３１日までに、日本国内において外国人学校の教育により日本の

９年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者 

２ 第一次募集・分割前期募集における都立高校の全日制の応募資格（２１ページ参照）に該当する者 

  なお、定時制高校を志願する場合は、都立高校の定時制の応募資格（２１ページ参照）に該当する者 

  検査内容は、作文及び面接です。言語については、それぞれの検査において日本語又は英語のどちらかを選

択することができます。 

 

在京外国人生徒等対象 

９月入学生徒の入試 

次の１及び２に該当する者で、平成２２年４月１日以前に出生した者とします。 

なお、既に実施された令和７年度東京都立高校入試に応募した者の出願は認めません。 

１ 高校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない者で、次の(1)

又は(2)のどちらかに該当する者 

(1)  国籍を問わず、令和７年４月１日から同年８月３１日までの間に、外国において学校教育における９年の

課程を修了する見込みの者又は修了した者 

(2)  外国籍を有している者で、令和７年４月１日から同年８月３１日までの間に、日本国内において外国人学

校の教育により日本の９年の義務教育相当の課程を修了する見込みの者又は修了した者 

２ 保護者とともに都内に住所を有する者又は入学日までに住所を有することが確実な者で、かつ、入学後も引

き続き都内から通学することが確実な者 

なお、保護者が父母である場合、原則として父母両方と都内に同居する者に応募資格を認めます。ただし、

父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、父又は母のどちらか一方と同居

すればよいものとします（応募資格の審査を受け、承認を得た場合に限ります。）。 

検査内容は、作文及び面接です。言語については、それぞれの検査において日本語又は英語のどちらかを選択

することができます。 

 

 

引 揚 生 徒 対 象 

 

 第一次募集・分割前期募集における都立高校の全日制の応募資格（２１ページ参照）を有し、高校、特別支援

学校の高等部、中等教育学校の後期課程又は高等専門学校に在籍していない平成２２年４月１日以前に出生した

者で、かつ、次の１及び２に該当する者とします。 

１ 保護者が引揚者である者（保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が引揚者である場合を含みます。）

のうち、保護者とともに都内に住所を有する者又は入学日までに都内に住所を有することが確実で、入学後も

引き続き都内から通学する者 

なお、保護者が父母である場合、原則として父母両方と都内に同居する者に応募資格を認めます。ただし、

父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、父又は母のどちらか一方と同居

すればよいものとします（応募資格の審査を受け、承認を得た場合に限ります。）。 

さらに、令和７年３月に中学校を卒業する見込みの者又は卒業した者である場合、引揚げ後に原則として 

小学校第４学年以上の学年に入学した者とします。 

  なお、引揚者とは、終戦前（昭和２０年９月２日以前をいいます。）から引き続き外国に居住していた者（こ

れらの者を両親として終戦後外国において出生した者を含みます。）で、終戦後初めて永住の目的をもって帰国

した者をいいます。 

２ 以前に、この引揚生徒対象の入試により入学したことがない者 

検査内容は、作文及び面接です。 

通 信 制 

・ 一橋高校 

・ 新宿山吹高校 

・ 砂川高校 
 

 以下に該当し、かつ、当該都立高校が実施する面接指導（スクーリング）に対応（出席）可能な者とします。 

１ 第１学年相当 

  第一次募集・分割前期募集の定時制の応募資格（２１ページ参照）を有する者、同資格を有する高校等中途

退学者又は高校在籍中の者で、高校における修得単位数が当該都立高校で定める修得単位数以下の者 

２ 第２学年相当以上 

  第一次募集・分割前期募集の定時制の応募資格（２１ページ参照）を有する高校等中途退学者又は高校在籍

中の者で、在籍していた期間が１年以上、かつ、高校における修得単位数が当該都立高校で定める修得単位数

以上の者 

検査内容については、７３ページを参照してください。 

保護者の転勤等に伴う 

４月入学者募集 

 保護者の転勤等に伴い、保護者とともに入学日までに都内に転入することが確実な者で、令和７年度の道府県

等の国公私立高校全日制の入試に合格している者及び中等教育学校後期課程に進級見込みの者が応募可能です。 

検査内容は、国語、数学、外国語（英語）及び面接です。 

 

・ 竹台高校 

・ 田柄高校 

・ 南葛飾高校 

・ 府中西高校 

・ 飛鳥高校 

・ 六郷工科高校 

・ 杉並総合高校 

・ 国際高校 

・ 一橋高校 

・ 浅草高校 

・ 荻窪高校 

・ 砂川高校 

・ 深川高校 

・ 光丘高校 

・ 富士森高校 

・ 竹台高校 

・ 田柄高校 

・ 南葛飾高校 

・ 府中西高校 

・ 飛鳥高校 

・ 国際高校 

 チャレンジスクール
　　　　 　（注１）、
 八王子拓真高校
　 （チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ）

○ × × ×

 チャレンジスクール（注１）、
 八王子拓真高校（チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

○ ○ × ×

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ） × × × ×

× × × ×

 チャレンジスクール
　　　　　 （注１）、
 八王子拓真高校
 　（チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

○ ×

定

時

制

単

位

制
○ ○

定 時 制 単 位 制

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ）

定

時

制

単

位

制

グ ル ー プ Ｂ
（ 注 ３ ） ○ ○

○ ○

　では、大島海洋国際高校を除く島しょの都立高校への再提出はできません（ただし、大島高校と大島海洋国際高校間の志願変更

　はできます。）。

 (注４)　分割後期募集・全日制第二次募集・チャレンジスクール及び八王子拓真高校（チャレンジ枠）第二次募集における志願変更

 (注５)　定時制第二次募集における志願変更では、島しょの都立高校への再提出はできません。

 (注３)　グループＢとは、新宿山吹高校、六郷工科高校、飛鳥高校、板橋有徳高校、青梅総合高校及び東久留米総合高校をいいます。

 (注１)　チャレンジスクールとは、六本木高校、大江戸高校、世田谷泉高校、稔ヶ丘高校、桐ヶ丘高校、小台橋高校及び立川緑高校

 (注２)　グループＡとは、一橋高校、浅草高校、荻窪高校、八王子拓真高校(一般枠)及び砂川高校をいいます。

　をいいます。

((11))　　第第一一次次募募集集・・分分割割前前期期募募集集ににおおけけるる志志願願変変更更

都立高等学校入学願書再提出先一覧

全 日 制

((22))　　分分割割後後期期募募集集・・全全日日制制第第二二次次募募集集・・チチャャレレンンジジススククーールル及及びび八八王王子子拓拓真真高高校校（（チチャャレレンンジジ枠枠））第第二二次次募募集集にに
          おおけけるる志志願願変変更更

定

時

制

単

位

制

定 時 制 単 位 制

定 時 制 単 位 制 以 外

取下げ

再提出

定 時 制 単 位 制 以 外

定

時

制

再提出

全 日 制

 チャレンジスクール（注１）、
 八王子拓真高校（チャレンジ枠）
 及びグループＡ（注２）

定 時 制 単 位 制 以 外

定

時

制

再提出

取下げ

全 日 制

定 時 制

定 時 制 単 位制 以外

定 時 制

定 時 制 単 位 制

((33))　　定定時時制制第第二二次次募募集集ににおおけけるる志志願願変変更更

全 日 制

取下げ

別別表表
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